
         議会運営委員会 
 

日 時  平成２６年７月１８日（金） 午後１時３０分～  

    場 所  第３委員会室  

   

 

１ 議会基本条例の見直しについて 

 ・第３章（市民と議会の関係）～ 

 

  

２ その他 

 ・議会だより掲載 



1 
 

亀岡市議会基本条例：検討項目一覧 
現行規定 検討事項等 

第３章 市民と議会の関係（第６条・第７条） 

(市民参加及び市民との連携) ＜検討事項＞ 
○第4項、提言者の趣旨説明は希望者のみとして
いることから、運用に即した見直しを検討すべ
き。（運用基準３） 

○市民参加・連携に関する規定としては、「市民
の意見を把握して議会活動に反映させるため
の場をもつこと」を規定すべき。 
（第７条の議会報告会の見直しを踏まえて） 

＜改正案＞ 
4（略）、提出者が希望した場合は、その意見
を聴く機会を設けることができるものとする。 
 

5 議会は、市民の多様な意見を把握し、議会
活動に反映させるとともに、市民が議会の活動
に参加する機会の充実を図るものとする。 

第6条 議会は、会議を原則公開とする。 

2 議会は、市民に対し積極的に議会審議等に係る
情報を公開及び提供し、説明責任を果たさなけ
ればならない。 

3 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用し、
専門的知見又は政策的意見を討議に反映させる
よう努めるものとする。 

4 議会は、請願及び陳情を政策提言と位置付け、
その審議等において、これら提言者の意見を聴
く機会を設けるよう努めるものとする。 

＜検討結果＞ 

 

 

(議会報告会) ＜検討事項＞ 
○わがまちトークの開催やテーマ別の意見交換
会の開催など、議会報告会としての範囲を超え
た多様な場について根拠づけられるよう、本条
文を見直すべきである。（緑風会） 

○本条は、第6条「市民参加及び市民との連携」
の第2項、議会の説明責任を果たす手段として、
議会報告会を規定したものであるが、現在の取
り組みは、意見交換を主体として広聴面を重視
した傾向にある。（テーマ別の意見交換会（わ
がまちトーク）の開催等） 

  
○第6条第5項（追加）の手段として、市民との意
見交換の場を多様に設けることを趣旨に盛り
込んではどうか。（運用基準の見直し要） 

＜改正案＞ 
※「議会報告会」実施を前提とした場合。 

（議会報告会等） 

議会は、議会の説明責任を果たすとともに、市
民の意見を議会活動に反映させるため、議会報
告会を毎年開催するものとする。 

2 議会は、議会の政策形成等に関して、市民
との意見交換の場を多様に設けるものとする。 

第7条 議会は、市民参加及び市民との連携を高め
る方策として、市民に対する議会報告会を年1
回以上開催し、議会審議の経過等を説明すると
ともに、市政全般にわたり、市民と自由に情報
及び意見を交換するものとする。 

＜検討結果＞ 
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第４章 議会と市長等の関係（第８条－第１０条の２） 

(議員と市長等の関係) ＜検討事項＞ 
○一般質問の根拠は会議規則にあり、その方法も
本来ならば会議規則で定めるべき。 

※規則第62条「議員は、市の一般事務について、
議長の許可を得て質問することができる。」 

○基本条例における趣旨は、市政の課題の論点等
を明確にするために一般質問を行うことであ
り、論点等を明確にするために一括・一問一答
の２つの方法を手段とするものではない。 

○一問一答式は、質問の論点を明確にして、市民
にもわかりやすくするための方法として、導入
し主流となっている。基本条例で明示する場合
は、質疑の論点明確化のため、会議における質
疑・質問の方法として規定すべき。 

※会議規則では、会議における質疑・質問に関
しては同一議題に対し３回までと定めてお
り、一問一答は例外として運用している。  

＜改正案＞ 
(1) 議員は、本会議における一般質問等を行う
に当たっては、市政の課題に関する論点及び
争点を明確にして行うものとする。 

※会議規則は所要の改正を行う。（一問一答） 

第8条 議会審議における議員と市長等は、次の各
号に掲げるところにより、緊張関係の保持に努
めなくてはならない。 

(1) 議員は、本会議における一般質問を、市政
の課題に関する論点及び争点を明確にするた
め、一括又は一問一答の方法により行うこと
ができる。 

(2) 本会議及び委員会に出席した市長等及び
その他の職員は、議長又は委員長の許可を得
て、議員の質問又は質疑に対して反問を行う
ことができる。(平23条例12・一部改正) 

＜検討結果＞ 

 

 

(議会審議における論点の明確化) ＜検討事項＞ 
○条文に沿った審議をめざすべき。（緑風会） 

第9条 議会は、市長が提案する重要な政策等につい
て、議会審議における論点を明確にし、その水準を
高めるために、市長に対し、次の各号に掲げる事項
について明らかにするよう求めるものとする。 

(1) 提案の理由及び経緯 

(2) 他の自治体の類似する政策等との比較検討 

(3) 市民参加の実施の有無とその内容 

(4) 総合計画との整合性 

(5) 政策等の実施に係る財源措置 

(6) 将来にわたる政策等のコスト計算 

2 議会は、提案される予算及び決算の審議に当た
っては、前項の規定に準じて、わかりやすい施
策別又は事業別の説明資料を作成するよう求め
るものとする。 

(政策執行に対する議会の評価)  

第10条 議会は、市長等が行う政策について、市
民福祉向上の観点から不断に点検するととも
に、その有効性及び効率性等について評価しな
ければならない。 
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(閉会中の文書による質問)  

第10条の2 議員は、閉会中に、市の一般事務につ
いて、議長の許可を得て文書により質問するこ
とができる。(平24条例29・追加) 

第５章 議会の機能の強化（第１１条・第１２条） 

(地方自治法第96条第2項の議決事項)  

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条
第2項の議会の議決事項は、議会が、市政におけ
る重要な政策の決定に参画する観点と、市長の
政策執行上の必要性を比較し、別に条例で定める。

(調査機関の設置)  

 

 

 

 

 

 

第12条 議会は、市政の課題に関する調査のため
必要があると認めるときは、議決により、学識
経験を有する者等で構成する調査機関を設置す
ることができる。 

2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調
査機関に、議員を構成員として加えることができる。

3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、議長が
別に定める。 

第６章 議会の運営（第１３条－第１８条） 

(定例会の回数及び会期) ＜検討事項＞ 
○条文に合った定例会のあり方について十分な
議論が必要。（緑風会） 

○通年議会に改正する場合は条例を改正。（公明
党） 

 

第13条 定例会の回数及び会期は、議案の審議等
にあたり、議会の機能を十分発揮できる期間を
確保し、決定する。 

2 定例会の招集の回数は、別に条例で定める。 

(議員間の自由討議) ＜検討事項＞ 
○自由討議ができる土壌づくりが必要。（緑風会） 

○会議規則上、議案等の審査順序に自由討議は規
定されておらず、委員会における動議により実
施することとしている。（運用基準・申合せ） 
※委員会審査順序の例外として運用 

本会議における議案等の審議、議会の意思決定
に当たって自由討議の実施は困難であること
から、努力規定への見直しを検討すべき。 

○見出しの「自由討議」に対し、条文中「自由な
議論」「自由な討議」と表現があいまい。 

＜改正案＞ 
2 議員は、議会の運営及び議案等の審議又は
審査において、議員相互間の自由討議に努
め、議論を尽くし、議会の意思を決定しなけ
ればならない。 

3 議員は、議員相互間の自由討議により合意
形成し、（略） 

第14条 議員は、議会が自由な議論を行う場であ
ることを認識しなければならない。 

2 議員は、議会の運営及び議案等の審議又は審査
において、議員相互の自由な討議により議論を
尽くし、議会の意思を決定しなければならない。 

3 議員は、議員相互の自由な討議により合意形成
し、政策立案、政策提言等を積極的に行うよう
努めるものとする。 

＜検討結果＞ 
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(委員会の活動) ＜検討事項＞ 
○第1項は、議案審査だけではなく、所管調査活
動に関すること追加すべき。 

○第2項は、委員会出前講座と位置付けているが、
要請に応じて審査の経過等を説明する場のみ
でなく、委員会の自主・自立的な活動により、
市民や関係団体等との意見交換等、多様な場が
想定される。説明・意見交換等の活動は議会全
体の活動原則として定めており、本条でさらに
規定する必要はない。 

＜改正案＞   
 第1項：議案等の審査及び所管事項に関する事

務の調査 

第2項：削除 
（運用基準の見直し要） 

第15条 委員会は、その特性を活かし、専門的及
び具体的な議論により、議案等の審査を行わな
ければならない。 

2 委員会は、市民からの要請に応じ、審査の経過
等を説明する場を設けることができる。 

＜検討結果＞ 
 

 

(議会広報の充実) ＜検討事項＞ 
○「多様な媒体」について、ＳＮＳ等、具体的に
明記してはどうか。（清流会） 

○本条は、第6条第1項（会議の公開）、第2項（情
報公開）に基づいて、広報の充実を規定したも
のであるため、第6条の見直し（広聴充実）に
関連して検討を要する。 

・第1項は、議案審議の結果等を多様な媒体で提
供する趣旨であるが、わかりやすい広報や議会
報告会・わがまちトークのような直接的な手
段、ＳＮＳ等の活用による広報広聴一体の効果
をめざした取り組みを重視している。よって
「効果的な広報広聴活動に努めること」を趣旨
としてはどうか。 

・本条第2項の規定は、広報充実の規定として整
備するよりも、透明で市民に開かれた議会運営
（第3条第1項）又は市民参加及び市民との連携
（第6条）の運用として整理すべき事項ではな
いか。または、その条項内で規定整備すべき。 

＜改正案＞ 
 （広報広聴の充実） 
 議会は、情報通信技術の発達を踏まえた多様な
手段を活用し、効果的な広報広聴活動に努める
ものとする。 

 
 第2項：削除 

（運用基準の見直し要） 

第16条 議会は、議案審議の結果等を、多様な媒
体を用いて市民へ提供しなければならない。 

2 議会は、会議の傍聴者への資料の提供等を行
い、市民の傍聴意欲を高める運営に努めるもの
とする。 

＜検討結果＞ 
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(議員研修の充実)  

第17条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の
向上等を図るため、議員研修の充実強化を図る
ものとする。 

(議会事務局) ＜検討事項＞ 
○事務局の調査・法務機能の充実強化に取り組む
議長の努力規定であるが、議会の組織体制に関
する規定としては、政策形成のほか議会運営全
般の機能向上を図るため、事務局の機能強化に
議会全体で取り組むことに見直してはどうか。 

＜改正案＞ 
 議会は、議会の政策形成機能を向上させ、議会
活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局
の機能強化及び組織体制の充実に努めるもの
とする。 

第18条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助
する組織として、議会事務局の調査・法務機能
の充実強化を図るよう努めるものとする。 

＜検討結果＞ 
 
 
 
 
 

第７章 議員の政治倫理及び待遇等（第１９条－第２２条） 

(議員の政治倫理)  

第19条 議員は、市民の厳粛な信託に応じるため、
高い倫理的義務が課せられていることを自覚
し、議員としての品位を保持しなければならない。 

2 議員の政治倫理は、別に条例で定める。 

(議員定数)  

第20条 議員定数の改正に当たっては、行財政改
革の視点だけではなく、市政の現状と課題、将
来の予測と展望を考慮するものとする。 

2 議員定数は、別に条例で定める。 

(議員報酬)  

第21条 議員は、議員報酬が市民の負託を受けた
議員の職務遂行に対し支給されるものであるこ
とを自覚しなければならない。 

2 議員報酬は、別に条例で定める。 

(政務活動費)  

第22条 政務活動費は、政策の立案及び提案並び
に市政に関する調査研究その他の活動に資する
ために交付するものとする。 

2 亀岡市議会政務活動費の交付に関する条例(平
成25年亀岡市条例第2号)に定めるところによ
り、政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、
これを適正に執行しなければならない。 

3 議会は、政務活動費の使途について公開しなけ
ればならない。 
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第８章 最高規範性と見直し手続（第２３条・第２４条） 

(最高規範性)  

第23条 この条例は、議会における最高規範である。 

(見直し手続) ＜検討事項＞ 
○「任期開始後できるだけ速やかに」を現在に即
して見直すべき。（緑風会・清流会・市民クラブ） 

○任期の中間年及び最終年の９月定例会に改正
案が提案できるように。（市民クラブ） 

○任期開始後速やかに「勉強会を持ち」、条例の
目的が達成されているかどうか「全員協議会」
で検討する。（公明党） 

○条例目的が達成されているかどうかを「検証」
し、その結果を勘案して条例の見直しを検討す
る趣旨としてはどうか。定期的に検証する場を
もつべきか確認が必要。 

○第3項の改正理由説明は規定する必要はないの
ではないか。 

＜改正案＞ 
 （条例の検証及び見直し） 

 議会は、この条例の目的が達成されているかど
うかを［不断に・定期的に］検証し、必要があ
ると認めるときは、この条例の規定について検
討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講
ずるものとする。 

 第2項及び第3項：削除 

第24条 議会は、一般選挙を経た任期開始後でき
るだけ速やかに、及び必要があると認めるとき
は、この条例の目的が達成されているかどうか
を検討するものとする。 

2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が
必要な場合は、この条例の改正を含め適切な措
置を講じるものとする。 

3 この条例を改正する場合は、本会議において、
改正の理由を説明しなければならない。 

＜検討結果＞ 
 

その他 

【追加】 
 
（正副議長選挙に関する規定） 
 

＜検討事項＞ 
○議会の活動原則に基づき、市民に開かれた議会
運営を推進するため、正副議長の選出過程をよ
り明確にするものとして、本会議場で所信表明
を実施する。 

 ＜留意点＞ 
立候補制に関しては公選法の準用規定がない
ため、自治法上、立候補の有無に関係なく全員
が候補者となる。よって所信表明者以外への票
も有効となる。 

  運用例：休憩中に本会議場で実施 
      本会議で実施（選挙の宣告前） 
＜改正案＞ 
 （第3条に追加） 
（6）議長及び副議長の選出にあたり、本会議

において、それぞれの職を志す者に対して
所信を表明する機会を設け、その選出過程
を明らかにすること。 

＜検討結果＞ 
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【追加】 
 
（附帯決議等に関する規定） 
 
 

＜検討事項＞ 
○附帯決議や請願の実績等に鑑み、議会の監視機
能強化・市長等との信頼関係の観点から、議会
の意思決定への尊重を前提として、その事後の
対応等の報告を求める。 

 
＜留意点＞ 
決議（附帯決議を含む）は事実上の意思表明で
あり、法的効果を伴わない。 

条例第6条第4項で請願を政策提言と位置付け
ている。採択請願への対応については、自治法
第125条により処理の経過、結果の報告を求め
ることができることとされている。 

＜改正案＞ 
 
 第10条の３（決議等への対応） 
  議会は、本会議において可決した決議及び採
択した請願が市政に関するものであるときは、
市長等に対し、当該決議及び請願に関する事後
の状況、対応等を遅滞なく報告するよう求める
ものとする。 

 

＜検討結果＞ 
 
 

 

 

 

 

 
































